
令和２年度史跡若松城跡紅葉ライトアップ業務委託要求水準書

１　業務の目的

　　紅葉の時期に合わせて史跡若松城跡のライトアップを行うことにより、史跡若松城跡の魅

　力向上による夜間の観光振興を推進するとともに、訪れた市民や観光客に紅葉の風情と歴史

　のロマンを感じさせ、史跡若松城跡への理解と親しみを向上させることを目的とする。

２　施設の概要

　（１）施設名称　　　史跡若松城跡

　（２）指定区分　　　国指定史跡

　（３）指定年月日　　昭和９年１２月２８日　　　　（文部省告示第３１２号）

　　　　　　　　　　　平成５年１０月２９日追加指定（文部省告示第１３３号）

　（４）総面積　　　　２３１，５２５㎡

　（５）所在の場所　　会津若松市追手町１番１号

３　業務条件

　（１）　史跡若松城跡内の麟閣や稲荷神社付近などの紅葉への照明をメインとし、石垣、土

　　　　塁及び濠等を直接又は間接により照明する。ほか、麟閣及び史跡内本丸一帯・帯郭に

　　　　いたる主要な園路の足元照明を確保する。

　（２）　史跡内は、国指定史跡であるため、投光器等は全て仮設物とし、工事に際しては土

　　　　塁や石垣等の保存に十分配慮して実施する。また、会津若松市教育委員会文化課埋蔵

　　　　文化財担当職員の立会いを求めて、その史跡の保護に関する指示に従うこと。その他、

　　　　実施にあたっては、会津若松市観光商工部観光課、建設部まちづくり整備課、会津若松

　　　　市教育委員会文化課及び一般財団法人会津若松観光ビューローの管理に関する指示に

　　　　従うこと。

　（３）　照明のデザインにあたっては、発注者の意見を組み入れられるよう配慮すること。

　（４）　投光器等の機材の設置にあたっては、公園内の通行や日中の景観を阻害することの

　　　　無いよう配慮すること。

　（５）　鶴ヶ城公園内のテニスコート撤去に伴い、公園内二ノ丸付近のライトアップ対象範

　　　　囲が昨年より増加しているので留意すること。

　（６）　一般財団法人会津若松観光ビューローが管理する高圧受変電施設からの電力を使用

　　　　する場合にあっては、使用電力量について概ね２０ kw以内とし、事前に観光ビューロ

　　　　ーと協議すること。それ以外については、東北電力株式会社からの臨時電力又は発電機

　　　　を使用すること。

　（７）　設置した機材の破損への対応については、受託者の負担によるものとする。そのため、

　　　　保険への加入など独自の対応を行うこと。

　（８）　鶴ヶ城公園北出丸入口からの見学者の誘導や、国道１１８号線沿いからの景観等に

　　　　ついて配慮すること。

　（９）　史跡内の紅葉とともに若松城跡の持つ歴史が感じられるような照明を行うこと。



４　ライトアップの実施期間

　（１）点灯実施期間及び時間

　　　　　令和２年１０月１６日（金）～令和２年１１月１５日（日）　３１日間

　　　　　日没（午後５時頃）～午後９時

　（２）試験点灯

　　　　　本点灯前に会津若松市観光商工部観光課職員の立会いを求めて試験点灯を行うこと。

　（３）撤去

　　　　　点灯実施期間の終了後、２週間以内に全ての機材を撤去すること。

５　事業費

　（１）総事業費　６，０００千円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　（２）次の事項は事業費に含むものとする。

　　　①消費税及び地方消費税

　　　②臨時電力使用の手続に要する経費

　　　③一般財団法人会津若松観光ビューローが管理する高圧受変電施設からの電力を使用す

　　　　る場合にあっては、同社へ支払う臨時電力料金

　　　④東北電力株式会社からの臨時電力を使用する場合にあっては、同社へ支払う臨時電力

　　　　料金

　　　⑤発電機を使用する場合にあっては、その設置及び維持管理等に要する経費

　　　⑥点灯期間中の機材の保守管理

　　　⑦投光器等の仮設物の設置及び撤去を示す写真、図面提出に要する経費

　　　⑧その他、破損に対応する保険など、業務を実施するにあたって必要となる経費

　　　

６　業務実施報告

　　業務終了後、以下のものを２部とりまとめた実施報告書を提出すること。

　　　①　照明器具の設置状況を示す図面　　１枚

　　　②　ライトアップの効果を示す写真　　６枚

　　　③　照明器具の設置前及び設置後の状況を示す遠景写真適宜の箇所においてそれぞ

　　　　　れ１枚

　　　④　作業中の写真　　適宜の箇所においてそれぞれ１枚

　　　⑤　照明器具の撤去後の状況を示す遠景写真　　適宜の箇所においてそれぞれ１枚

７　暴力団等排除措置要綱の厳守について

　　会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を厳守すること。


